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は
じ
め
に

　
中
国
の
漢
族
社
会
は
、
明
確
な
父
系
出
自
の
原
理
を
持
っ
て
い
る

点
に
著
し
い
特
色
が
あ
る
。
父
系
親
族
集
団
と
し
て
の
宗
族
は
、
一

九
二
〇
年
代
か
ら
人
類
学
的
中
国
研
究
の
主
要
な
研
究
対
象
で
あ
り

続
け
て
き
た
。
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
、
宗
族
は
政
治
的
批
判
に

よ
っ
て
一
時
的
に
消
滅
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
研
究
者
た
ち
の

関
心
を
集
め
て
い
〉
1
〈

る
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
﹇Freedm

an 1958, 1966

﹈

の
影
響
に
よ
り
、
宗
族
研
究
の
焦
点
は
漢
族
社
会
の
基
本
構
造

﹇K
ulp 1925;

林 2000 (1935 ), 1936

﹈
か
ら
、
国
家
と
地
域
社
会
を

つ
な
ぐ
中
間
集
団
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
そ
れ
以
降
の
宗
族
研
究
で

は
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
宗
族
モ
デ
ル
を
検
証
・
批
判
す
る
研
究
が
主

流
と
な
り
、
宗
族
組
織
の
分
裂
・
統
合
や
宗
族
の
機
能
モ
デ
ル
と
理

念
モ
デ
ル
﹇
陳 1985

﹈
の
異
同
な
ど
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
議
論
が

進
め
ら
れ
て
き
た
。

　
一
方
、
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
の
改
革
開
放
以
降
、
毛

沢
東
の
時
代
に
批
判
さ
れ
た
宗
族
文
化
は
、「
復
興
」
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
宗
族
の
「
復
興
」
と
は
、
か
つ
て
排
斥
の
対

象
と
な
っ
た
宗
族
が
、
有
力
者
か
ら
の
資
金
提
供
な
ど
を
契
機
に
、

祠
堂
や
墓
、
族
譜
を
修
復
し
、
集
団
で
行
う
祖
先
祭
祀
を
復
活
さ
せ

る
と
い
っ
た
一
連
の
出
来
事
を
指
し
て
い
る
﹇
兼
城 2016: 234

﹈。

注
意
す
べ
き
は
、「「
復
興
」
さ
れ
た
宗
族
は
、
決
し
て
清
代
や
民
国

期
の
宗
族
組
織
の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
」﹇
瀬
川 2004: 173

﹈
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
復
興
さ
れ
た
宗
族
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
は
宗
族
研
究
の
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

宗
族
組
織
と
同
姓
団
体
の
は
ざ
ま
で 

　
│
│
湖
北
省
の
宗
族
復
興
を
事
例
と
し
て
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こ
う
し
た
背
景
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
宗
族
復
興
・

新
興
に
関
心
を
示
し
た
研
究
が
多
数
出
現
し
た
﹇
稲
澤 2016; 

兼
城

2016; 
川
口 2016; 

長
沼 2016; 

横
田 2016

﹈。
こ
れ
ら
は
、
族
譜
再

編
な
ど
の
宗
族
復
興
に
か
か
わ
る
出
来
事
の
プ
ロ
セ
ス
を
丹
念
に
記

述
・
分
析
し
た
点
で
大
き
く
貢
献
を
し
て
い
る
。
し
か
し
明
確
な
定

義
を
提
示
し
な
い
ま
ま
、
歴
史
上
の
宗
族
組
織
と
復
興
さ
れ
た
現
代

宗
族
を
安
易
に
宗
族
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
種

の
概
念
の
混
乱
も
生
じ
て
い
る
。
こ
の
混
乱
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
の

対
象
が
中
国
東
南
部
（
福
建
、
広
東
）
に
集
中
し
て
お
り
、「
宗

族
」
と
い
う
表
現
を
使
う
時
に
あ
ら
か
じ
め
歴
史
的
に
発
達
し
た
宗

族
組
織
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
点
に
由
来
す
る
。
結
果
と
し
て
、

復
興
さ
れ
た
「
宗
族
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
課
題
は
十

分
解
決
で
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
こ
の
問
題
点
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
中
国
中
部
の
湖
北
省
に
お
け

る
呉
氏
宗
族
の
族
譜
再
編
を
手
掛
か
り
に
、
復
興
さ
れ
る
「
宗
族
」

の
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
呉
氏
一
族

に
と
っ
て
の
「
宗
族
」
の
意
味
合
い
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
「
宗
族
」
概
念
の
曖
昧
さ
に
密
接
に
関

連
す
る
た
め
、
本
論
に
入
る
前
に
研
究
史
に
お
け
る
「
宗
族
」
定
義

の
変
遷
を
概
観
し
て
み
た
い
。

　
宗
族
の
定
義
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
影
響

は
大
き
い
。
彼
は
社
会
人
類
学
の
「
リ
ニ
ー
〉
2
〈

ジ
」（lineage

）
概
念

か
ら
出
発
し
、
中
国
の
宗
族
を
「
共
住
、
財
産
共
有
な
ど
を
伴
う
団

体
的
父
系
親
族
集
団
」
と
み
な
し
て
い
る
。
彼
の
「
中
国
的
リ
ニ
ー

ジ
」（C

hinese Lineage

）
概
念
は
、「
明
確
な
系
譜
関
係
」
と
「
共

有
財
産
の
所
有
」
に
重
点
を
お
き
、
宗
族
を
社
会
人
類
学
の
視
野
に

導
入
す
る
点
で
貢
献
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
「
リ

ニ
ー
ジ
」
を
多
様
な
父
系
親
族
集
団
（
分
節segm

ent

、
地
域
リ

ニ
ー
ジlocal lineage

、
上
位
リ
ニ
ー
ジhigher-order lineage

）
か

ら
切
り
離
し
て
お
り
、
術
語
上
の
分
割
に
よ
っ
て
中
国
社
会
に
お
け

る
親
族
集
団
の
連
続
性
、
柔
軟
性
と
多
様
性
を
遮
蔽
・
歪
曲
す
る
恐

れ
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
瀬
川 1991: 16 ‒19

﹈。
こ
の

問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
瀬
川
﹇1991

﹈
は
中
国
語
の
「
宗

族
」(zongzu )

概
念
を
「
リ
ニ
ー
ジ
」
の
代
わ
り
に
す
る
と
提
案

し
、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　「
宗
族
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
こ
の
種
の
曖
昧
さ
、
幅
広
さ

ゆ
え
に
、
我
々
は
団
体
的
性
格
の
強
い
機
能
集
団
か
ら
そ
う
し

た
団
体
性
を
欠
く
も
の
ま
で
、
あ
る
い
は
明
確
な
系
譜
関
係
に

よ
っ
て
結
ば
れ
た
も
の
か
ら
系
譜
関
係
の
曖
昧
な
も
の
ま
で
、

多
様
な
も
の
を
含
み
込
ん
だ
漢
族
の
親
族
集
団
や
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
瀬
川 1991: 2 2

﹈

　
一
九
九
〇
年
代
以
降
、「
宗
族
」
概
念
の
細
分
化
に
よ
り
フ
リ
ー

ド
マ
ン
の
宗
族
モ
デ
ル
を
相
対
化
す
る
一
連
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き

た
。
た
と
え
ば
「
宗
族
」
は
、
団
体
的
性
格
と
組
織
化
の
程
度
を
基

準
に
、「
団
体
的
宗
族
と
潜
在
的
宗
族
」﹇
瀬
川 2004: 121

﹈、「
理
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念
的
・
儀
礼
的
文
脈
に
お
け
る
宗
族
と
日
常
的
文
脈
に
お
け
る
宗

族
」﹇
瀬
川 2016: 46 ‒50

﹈、「
宗
族
組
〉
3
〈織

と
宗
族
制
〉
4
〈度

」﹇
秦 2016: 

9 3

﹈
な
ど
の
概
念
に
区
分
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
フ
リ
ー
ド
マ
ン

が
提
示
し
た
組
織
化
さ
れ
た
機
能
集
団
は
宗
族
組
織
な
ど
の
概
念
で

継
続
し
て
い
る
が
、
組
織
化
さ
れ
な
か
っ
た
父
系
親
族
集
団
も
宗
族

研
究
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
宗
族
復
興
を
め
ぐ
る
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は

「
リ
ニ
ー
ジ
」
や
「
宗
族
組
織
」
な
ど
の
概
念
の
影
響
を
受
け
て
、

族
譜
や
祠
堂
や
祖
先
祭
祀
な
ど
の
儀
礼
的
な
要
素
に
重
点
を
置
い
て

き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
「
宗
族
」
概
念
の
定
義
に
触
れ

な
い
ま
ま
、
多
様
な
実
践
を
「
宗
族
」
と
し
て
表
現
し
て
お
り
、
逆

に
混
乱
が
生
じ
や
す
い
。
本
稿
で
は
、
調
査
地
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
の
言
及
し
た
宗
族
（
歴
史
上
の
宗
族
組
織
、
明
確
な
系
譜
関
係
を

持
つ
族
人
の
総
称
な
ど
）
に
触
れ
る
際
に
は
基
本
的
に
括
弧
な
し
の

宗
族
を
使
う
。
ま
た
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
二
〇
一
〇
年
代
に

復
興
さ
れ
た
現
代
的
宗
族
を
括
弧
つ
き
の
「
宗
族
」
と
表
す
。
こ
れ

を
踏
ま
え
て
、
宗
族
の
意
味
合
い
が
時
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変

化
し
た
か
、
復
興
さ
れ
た
「
宗
族
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
最

後
に
考
察
す
る
。
な
お
、
本
稿
の
基
本
と
な
る
の
は
、
二
〇
一
七
年

五
月
か
ら
二
〇
一
九
年
一
〇
月
ま
で
中
国
湖
北
省
随
州
で
実
施
し
た

長
期
調
査
か
ら
収
集
し
た
デ
ー
タ
で
あ
〉
5
〈
る
。

一
　
調
査
地
概
要
と
歴
史
上
の
呉
氏
宗
族

　
湖
北
省
随
州
市
は
、
漢
族
の
始
祖
で
あ
る
炎
帝
が
誕
生
し
た
地
と

し
て
有
名
な
都
市
で
あ
る
。
随
州
市
は
湖
北
省
の
北
部
に
位
置
し
、

省
都
の
武
漢
市
か
ら
北
西
に
約
一
八
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い

る
。
二
〇
一
九
年
現
在
、
随
州
市
は
曾
都
区
、
随
県
、
広
水
市
（
県

級
〉
6
〈市

）
と
い
う
三
つ
の
県
級
行
政
区
を
管
轄
し
、
二
五
八
万
人
（
二

〇
一
〇
年
の
統
計
）
の
戸
籍
人
口
を
有
し
て
い
る
。

　
調
査
地
の
呉
家
寨
は
随
州
市
東
北
部
の
郊
外
に
位
置
す
る
元
行
政

村
で
あ
り
、
都
市
の
中
心
部
か
ら
約
二
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い

る
。
呉
家
寨
の
歴
史
は
、
明
代
（
一
三
六
八

－

一
六
四
四
）
の
初
期

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
代
（
一
二
七
一

－

一
三
六
八
）
末

期
に
お
け
る
湖
広
地
域
（
湖
北
省
、
湖
南
省
、
広
東
省
の
一
部
）
で

は
戦
事
が
頻
繁
に
起
こ
り
、
戦
死
す
る
人
が
多
く
人
口
が
希
薄
化
し

た
。
明
の
初
期
に
な
る
と
、
政
府
は
人
口
の
多
い
江
西
省
か
ら
湖
広

地
域
に
人
々
を
移
住
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
大
規
模
な

人
口
移
動
は
、「
江
西
填
湖
広
」（
江
西
で
湖
広
を
填
む
）
と
も
よ
ば

れ
て
い
る
。

　
呉
氏
族
譜
に
よ
れ
ば
、
呉
家
寨
に
お
け
る
呉
氏
宗
族
の
祖
先
で
あ

る
呉
均
海
は
明
の
洪
〉
7
〈武

年
間
（
一
三
六
八

－

一
三
九
八
）
に
、
三
人

の
息
子
（
呉
道
貴
、
呉
逼
貴
、
呉
士
貴
）
を
連
れ
て
江
西
省
南
昌
郡

豊
城
邑
か
ら
湖
北
省
随
州
地
域
に
移
住
し
た
。
彼
ら
は
最
初
に
漂
水
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河
の
東
部
に
あ
る
団
子
山
の
下
（
今
の
太
平
廟
水
庫
）
に
定
住
し
た

が
、
洪
水
の
氾
濫
で
呉
家
寨
に
移
住
し
た
。
数
年
後
、
呉
均
海
の
次

男
（
呉
逼
貴
）
と
三
男
（
呉
士
貴
）
は
そ
れ
ぞ
れ
湖
北
省
の
南
河

（
今
の
漢
川
市
）
と
応
山
（
今
の
応
山
市
）
に
移
住
し
、
長
男
（
呉

道
貴
）
の
一
族
だ
け
が
呉
家
寨
に
定
住
し
た
。
始
祖
の
移
住
か
ら
計

算
す
る
と
、
呉
家
寨
に
お
け
る
呉
氏
宗
族
は
六
〇
〇
年
以
上
（
二
七

世
代
）
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
。

　
明
の
洪
武
年
間
、
三
世
代
目
の
呉
忠
は
皇
帝
の
朱
元
璋
か
ら
「
義

宰
大
夫
」
の
官
職
を
も
ら
い
、
皇
帝
の
聖
旨
に
従
っ
て
二
番
目
の
孫

の
呉
常
と
と
も
に
呉
家
寨
に
町
を
建
設
し
た
。
洪
武
一
八
年
（
一
三

八
五
）、
江
西
省
南
昌
郡
豊
城
邑
の
官
員
で
あ
っ
た
呉
恒
は
、
呉
氏

宗
族
の
族
譜
に
序
文
を
寄
稿
し
、
呉
家
寨
に
お
け
る
呉
氏
宗
族
の
基

礎
を
固
め
た
。
万
暦
年
間
（
一
五
七
三

－
一
六
二
〇
）、
呉
氏
宗
族

は
族
譜
を
再
編
し
、『
呉
氏
万
暦
古
族
譜
世
系
大
全
』
と
題
す
る
新

族
譜
を
発
行
し
た
。
天
啓
年
間
（
一
六
二
一

－

一
六
二
七
）、
呉
家

寨
は
盗
賊
に
襲
わ
れ
、
一
部
の
族
人
は
村
を
離
れ
て
他
地
域
に
移
住

し
た
。
清
の
順
治
四
年
（
一
六
四
七
）、
呉
氏
宗
族
の
族
長
で
あ
る

呉
伯
棟
は
宗
族
の
長
老
と
各
分
派
の
代
表
を
召
集
し
、
族
譜
を
再
編

し
、
一
三
世
代
以
降
の
一
六
個
の
「
輩
〉
8
〈字

」
│
│
「
章
世
徳
大
、
長

兆
其
祥
、
祖
述
知
道
、
忠
厚
伝
家
」
│
│
を
確
定
し
た
。
こ
れ
ら
の

輩
字
は
族
人
の
系
譜
関
係
を
明
確
に
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
族
人

へ
の
助
言
で
も
あ
る
。
こ
の
と
き
の
族
譜
編
集
に
伴
い
、
呉
氏
宗
族

は
祠
堂
と
城
壁
も
建
立
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
呉
家
寨
は
東
西
南

北
の
四
つ
の
城
門
を
持
つ
立
派
な
寨
と
な
り
、
現
地
で
の
影
響
力
が

高
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
呉
氏
宗
族
の
人
口
は
大
幅
に
増
加
し
、
科

挙
試
験
で
出
世
す
る
者
を
輩
出
し
た
。
寨
内
で
は
農
産
物
と
生
活
用

品
の
商
売
が
繁
盛
し
、
隣
接
地
域
に
お
け
る
市
場
と
な
っ
た
。
清
代

か
ら
中
華
民
国
に
移
行
す
る
な
か
（
一
九
一
一
年
）、
呉
家
寨
は
再

び
盗
賊
に
襲
わ
れ
、
城
壁
と
多
く
の
家
屋
が
破
壊
さ
れ
た
。
経
済
的

に
裕
福
な
族
人
た
ち
は
他
の
地
域
に
移
住
し
た
も
の
の
、
残
っ
た

人
々
に
よ
っ
て
呉
家
寨
に
お
け
る
宗
族
文
化
の
基
本
構
造
は
維
持
さ

れ
た
。

　
呉
祥
登
は
呉
氏
宗
族
の
歴
史
に
詳
し
い
一
九
四
五
年
生
ま
れ
の
農

民
で
あ
る
。
民
国
期
以
降
の
呉
氏
宗
族
の
状
況
に
つ
い
て
、
彼
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
解
放
の
前
（
民
国
期
）、
わ
が
宗
族
は
共
有
の
族
田
を
持
っ

て
い
た
。
族
田
自
体
は
広
く
な
か
っ
た
が
、
そ
の
収
穫
で
毎
年

の
祖
先
祭
祀
の
費
用
を
賄
う
に
は
十
分
だ
っ
た
。
最
初
の
頃
、

族
田
の
担
当
者
は
各
分
派
間
で
の
持
ち
回
り
で
あ
っ
た
と
聞
い

て
い
る
が
、
村
を
離
れ
る
族
人
の
増
加
に
よ
り
、
分
派
間
の
バ

ラ
ン
ス
は
ど
ん
ど
ん
崩
れ
た
。
民
国
期
の
後
半
で
は
、
族
田
を

比
較
的
貧
困
な
族
人
に
種
植
え
し
て
も
ら
い
、
収
穫
の
一
部
を

賃
金
と
し
て
担
当
し
た
者
に
支
払
う
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い

た
。
毎
年
の
清
明
節
で
は
、
族
人
た
ち
は
共
通
の
始
祖
を
祭
祀

し
た
あ
と
、
分
散
し
て
各
分
派
の
祖
先
を
祀
る
の
が
原
則
で
あ

る
。
こ
う
し
た
祖
先
祭
祀
は
、
建
国
（
一
九
四
九
年
）
ま
で
続
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い
て
い
た
。

　
　
　
建
国
以
降
、
祖
先
祭
祀
な
ど
の
伝
統
的
な
儀
礼
は
批
判
さ

れ
、
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
当
時
、
祠
堂
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た

の
で
、
族
人
た
ち
は
五
世
代
以
内
の
祖
先
の
位
牌
を
家
屋
の
真

ん
中
に
置
い
て
、
五
世
代
以
外
の
祖
先
の
位
牌
を
祠
堂
の
中
に

置
い
た
。
一
九
五
八
年
、
宗
族
は
さ
ら
に
厳
し
く
批
判
さ
れ

た
。
祠
堂
は
村
の
小
学
校
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

祠
堂
に
あ
る
祖
先
の
位
牌
も
撤
去
さ
れ
た
。
ま
た
、
家
屋
の
中

に
祖
先
の
位
牌
を
置
く
の
も
タ
ブ
ー
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
祠

堂
自
体
は
一
九
六
三
年
に
壊
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
呉
家
寨

に
お
け
る
祖
先
の
位
牌
を
め
ぐ
る
伝
統
は
な
く
な
っ
て
い
っ

た
。

　
　
　
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六
〜
一
九
七
六
年
）
に
な
っ
て
か

ら
、
宗
族
文
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
べ
て
の
「
伝
統
」
は
批
判

の
的
と
な
っ
た
。
族
譜
は
い
う
ま
で
も
な
く
、（
呉
家
寨
の
）

城
壁
や
村
廟
は
全
部
破
壊
さ
れ
た
。（
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
）

　
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
宗
族
文
化
へ
の
規
制
は
だ
い
ぶ
緩
和
さ

れ
、
政
府
は
基
本
的
に
「
賛
成
は
し
な
い
。
否
定
も
し
な
い
」
と
い

う
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
呉
家
寨
の
内
部
に
は
個
別
に
祖
先

祭
祀
を
再
開
す
る
家
族
が
現
れ
て
き
た
が
、
族
譜
再
編
や
祠
堂
再
建

な
ど
の
動
き
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
呉
氏
宗
族
の
状
況
に
つ

い
て
、
呉
祥
登
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
当
時
（
一
九
八
〇
年
代
）、
隣
接
地
域
で
こ
れ
（
族
譜
再
編

と
祠
堂
再
建
）
を
や
る
人
（
宗
族
）
は
い
な
か
っ
た
。
わ
が
宗

族
に
お
い
て
は
提
案
す
る
人
は
数
人
い
た
が
、
結
局
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
な
作
業
だ
か
ら
、
リ
ー
ダ
ー
が
い
な

か
っ
た
ら
ぜ
ん
ぜ
ん
進
ま
な
い
。（
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
）

　
一
九
八
〇
年
代
の
呉
氏
宗
族
と
同
様
の
状
況
は
、
同
地
域
（
湖
北

省
）
の
民
族
誌
﹇
秦 2005, 2016

﹈
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
民

国
期
ま
で
に
繁
栄
し
た
李
氏
宗
族
と
張
氏
宗
族
の
内
部
で
は
、
一
九

八
〇
年
代
以
降
、
族
譜
再
編
を
提
案
し
た
人
は
い
た
も
の
の
、
最
終

的
に
実
現
は
で
き
な
か
っ
た
﹇
秦 2016: 125

﹈。
秦
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、「
有
力
な
個
人
の
行
為
が
宗
族
復
活
の
過
程
に
お
い
て
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
事
者
に
と
っ
て
宗
族
が
重
要
な
社
会

的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
資
源
と
し
て
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
関

わ
っ
て
い
る
」﹇
秦 2005: 8 5

﹈。
毛
沢
東
の
時
代
と
比
べ
て
、
一
九

八
〇
年
代
の
村
幹
部
は
、
人
数
と
仕
事
量
が
減
少
し
た
か
わ
り
に
、

自
主
的
な
政
治
権
力
と
経
済
的
収
入
が
増
加
し
て
い
た
。
ま
た
、
村

幹
部
の
任
命
は
主
に
上
級
政
府
（
郷
鎮
幹
部
）
か
ら
の
評
価
に
関
係

す
る
。
そ
の
た
め
、
村
の
中
で
は
宗
族
機
能
を
回
復
す
る
提
案
が
あ

る
も
の
の
、
宗
族
の
有
力
者
で
あ
る
村
幹
部
は
自
分
の
高
い
社
会
的

地
位
や
政
治
的
権
力
や
経
済
的
利
益
を
保
つ
た
め
に
、
政
府
か
ら
責

任
追
及
さ
れ
る
危
険
を
冒
す
ほ
ど
宗
族
復
興
に
積
極
的
に
は
関
与
し

な
い
の
で
あ
る
﹇
秦 2016: 126-128

﹈。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
宗
族
復
興
の
成
否
は
、
有
力
者
の
個
人
的
な
選
択
と
、
政
治
的

な
環
境
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
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二
　
呉
氏
宗
族
の
宗
族
復
興

　
二
〇
〇
九
年
以
降
、
随
州
市
内
で
は
「
炎
帝
故
里
尋
根
〉
9
〈節

」
の
影

響
で
一
時
的
に
族
譜
再
編
の
ブ
ー
ム
が
出
現
し
た
。
呉
氏
宗
族
も
二

〇
一
二
年
か
ら
族
譜
の
再
編
と
祠
堂
の
再
建
を
中
心
に
、
宗
族
を
復

興
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
呉
祥
森
（
随

州
市
政
府
機
関
の
幹
部
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
当
時
、（
随
州
市
で
は
）
み
ん
な
族
譜
編
集
や
宗
親
会

な
ど
を
や
っ
て
い
た
。
わ
が
宗
族
も
官
僚
と
知
識
人
を
輩
出
し

た
「
名
門
望
族
」
な
の
で
、
な
ん
と
か
や
ら
な
け
れ
ば
（
な
ら

な
い
）。（
二
〇
一
六
年
八
月
二
〇
日
）

　
こ
こ
で
は
、
瀬
川
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
族
譜
を
保
持
す
る
こ
と

自
体
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
い

た
﹇
瀬
川 1996: 3 4

﹈。
呉
祥
森
の
発
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

呉
氏
宗
族
は
ま
さ
に
「
名
門
望
族
」
と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
保
つ

た
め
に
、
族
譜
再
編
な
ど
の
作
業
に
取
り
組
ん
だ
。
新
族
譜
は
二
年

弱
の
調
査
を
経
て
二
〇
一
四
年
の
八
月
に
よ
う
や
く
発
行
さ
れ
た
。

㈠
　
宗
族
復
興
を
め
ぐ
る
異
な
る
言
説

　
宗
族
復
興
の
契
機
を
考
え
る
際
、
族
譜
再
編
を
提
案
し
た
の
が
誰

な
の
か
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き

は
、
呉
氏
宗
族
の
内
部
に
お
い
て
提
案
者
を
め
ぐ
る
複
数
の
言
説
が

同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
呉
述
友
は
一
九
五
三
年
生
ま
れ
の
男
性
で
、
一
九
八
二
年
か
ら
二

〇
〇
六
年
ま
で
の
間
に
呉
家
寨
の
村
書
記
を
務
め
て
い
た
。
族
譜
再

編
の
提
案
者
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
時
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　
　
　
そ
の
当
時
、
族
譜
再
編
を
提
案
し
た
の
は
呉
述
銀
（
中
央
政

府
機
関
で
一
時
的
に
働
い
た
元
幹
部
）
や
呉
祥
成
（
湖
北
省
政

府
機
関
の
高
級
幹
部
）、
呉
祥
森
（
随
州
市
政
府
機
関
の
幹

部
）
と
い
う
三
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
、

呉
述
蘭
な
ど
の
企
業
家
が
寄
付
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
　
　
一
九
八
〇
年
代
の
と
き
、
こ
れ
（
族
譜
再
編
、
祠
堂
再
建
）

を
や
ろ
う
と
し
て
い
た
人
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
今
（
二
〇

一
〇
年
代
）
の
政
治
的
環
境
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
た
ね
。（
二
〇

一
九
年
四
月
五
日
）

　
呉
述
友
に
よ
れ
ば
、
宗
族
を
め
ぐ
る
政
治
的
環
境
の
変
化
は
復
興

の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
宗
族
文
化
を
称
揚
す
る
政
治
的
環

境
に
お
い
て
、
政
府
幹
部
で
あ
る
三
人
の
宗
族
有
力
者
の
呼
び
か
け

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
宗
族
」
は
復
興
し
た
の
で
あ
る
。
同
席
し

た
呉
家
寨
の
村
書
記
で
あ
る
呉
述
林
（
一
九
六
六
年
生
ま
れ
）
も
、

こ
の
意
見
に
ほ
ぼ
同
意
し
て
い
る
。
し
か
し
、
村
書
記
の
よ
う
な
共

産
党
幹
部
が
政
府
幹
部
を
宗
族
復
興
の
立
役
者
と
し
て
扱
う
一
方

で
、
二
〇
一
四
年
に
発
行
し
た
呉
氏
宗
族
の
族
譜
で
は
、
族
譜
再
編

の
提
案
者
に
関
す
る
異
な
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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二
〇
一
二
年
春
、
呉
氏
宗
族
の
女
性
、
呉
述
蘭
（
一
九
六
七

年
生
ま
れ
の
企
業
家
）
が
、
わ
が
宗
族
は
族
譜
編
集
に
取
り
組

む
べ
き
だ
と
提
案
し
た
。
そ
の
あ
と
、
呉
祥
成
を
は
じ
め
と
す

る
宗
族
内
部
の
代
表
た
ち
が
相
談
し
、（
中
略
）、
そ
れ
（
族
譜

編
集
）
は
大
事
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
と
合
意
し
、
族
譜
再
編
に

関
す
る
理
事
会
が
発
足
し
た
。（
二
〇
一
四
年
版
呉
氏
族
譜
よ

り
）

　
族
譜
に
よ
れ
ば
、
呉
述
蘭
こ
そ
族
譜
再
編
の
提
案
者
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
彼
女
が
族
譜
再
編
に
一
番
多
い
資
金
を
寄
付
し
た
か
ら
で
あ

る
。
寄
付
金
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
分
析
す
る
が
、
族
譜
に
お
い

て
、
経
済
的
基
盤
を
重
視
す
る
視
点
か
ら
、
大
金
を
寄
付
す
る
企
業

家
が
有
力
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
政
治
的
正
当
性
と
経
済
的
基
盤
以
外
に
、
宗
族
復
興
の
契
機
に
関

す
る
別
の
解
釈
も
あ
る
。
前
述
の
呉
祥
登
は
、
族
譜
再
編
の
提
案
者

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
族
譜
編
集
を
提
案
し
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
「
祥
」
字
輩
（
呉

氏
宗
族
の
二
一
世
代
）
だ
よ
。
そ
も
そ
も
わ
が
宗
族
の
「
輩

字
」
は
二
九
世
代
ま
で
し
か
な
く
、
今
は
も
う
二
七
世
代

（「
厚
」字
輩
）
と
な
っ
て
「
輩
字
」
が
そ
ろ
そ
ろ
切
れ
る
。
そ
の

当
時
（
二
〇
〇
五
年
）、
ま
だ
活
動
能
力
の
あ
る
「
祥
、祖
、述
、

知
」
と
い
う
四
つ
の
世
代
の
中
で
、
わ
が
「
祥
」
字
輩
は
一
番

上
の
世
代
で
、
宗
族
の
歴
史
に
も
詳
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
私

た
ち
（「
祥
」
字
輩
）
を
中
心
に
族
譜
編
集
を
や
ろ
う
と
約
束

し
た
。
最
初
は
兄
弟
と
従
兄
弟
の
間
で
決
め
た
が
、
お
金
な
ど

の
問
題
も
あ
っ
て
大
規
模
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
。
調
査
を

本
格
的
に
始
め
た
の
は
二
〇
一
二
年
で
あ
っ
た
。
政
府
幹
部
た

ち
が
車
を
出
し
て
く
れ
て
、
私
た
ち
は
ガ
ソ
リ
ン
代
を
払
う
だ

け
で
よ
か
っ
た
。
そ
の
時
は
随
州
各
地
の
村
に
限
ら
ず
、
湖
北

省
の
漢
川
と
洪
湖
や
河
南
省
洛
陽
と
江
西
省
豊
城
に
も
調
査
に

行
っ
た
。
当
時
は
「
お
金
が
あ
れ
ば
お
金
を
出
せ
、
力
が
あ
れ

ば
力
を
出
せ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
あ
り
、
私
は
も
う
年
寄

り
で
暇
だ
か
ら
調
査
に
同
行
し
た
。
同
姓
の
村
に
着
い
た
ら
、

細
か
い
世
帯
調
査
か
ら
は
じ
め
る
。
一
つ
の
都
市
で
は
大
体
一

日
か
ら
三
日
間
ま
で
の
滞
在
が
必
要
だ
っ
た
。（
二
〇
一
九
年

三
月
五
日
）

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
族
復
興
の
成
否
は
有
力
者
の
働
き
か

け
の
有
無
に
密
接
に
関
わ
る
。
二
〇
一
〇
年
以
降
、
宗
族
文
化
が
称

揚
さ
れ
る
な
か
で
、
政
府
幹
部
、
企
業
家
と
宗
族
の
上
位
世
代
は
宗

族
復
興
に
必
要
な
「
政
治
的
正
当
性
、
経
済
的
基
盤
、
歴
史
的
知

識
」
を
提
供
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
（
政
治
、
経
済
、
儒
教
理
念
）

で
の
有
力
者
と
し
て
宗
族
の
求
心
力
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。

㈡
　
宗
族
復
興
で
ま
と
ま
っ
た
「
中
心
」

　
二
〇
一
三
年
の
清
明
節
に
、
呉
氏
宗
族
は
族
譜
編
集
を
め
ぐ
る
会

議
を
開
き
、
作
業
の
詳
細
お
よ
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
た
。
当
時

の
予
算
に
よ
れ
ば
、
族
譜
再
編
（
約
二
四
〇
万
円
）
と
祠
堂
再
建
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（
約
二
四
八
〇
万
円
）
に
は
合
計
一
七
〇
万
元
（
約
二
七
二
〇
万

円
）
の
費
用
が
必
要
で
あ
る
。
資
金
の
募
集
に
つ
い
て
は
寄
付
者
の

意
志
を
重
視
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
寄
付
の
強
制
と
金
額
の
制
限

は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
寄
付
者
な
ど
族
譜
編
集
に
貢
献
し
た
人
を

族
譜
の
功
徳
ラ
ン
キ
ン
グ
で
表
彰
す
る
と
し
た
。
二
〇
一
四
年
八
月

の
統
計
に
よ
れ
ば
、
呉
氏
宗
族
は
合
計
一
四
万
元
（
約
二
二
四
万

円
）
弱
の
寄
付
金
を
受
け
取
り
、
寄
付
の
総
件
数
は
一
四
九
件
で
あ

る
。
寄
付
金
の
規
模
が
比
較
的
小
さ
い
た
め
、
族
譜
の
編
集
は
で
き

た
が
、
祠
堂
の
再
建
は
懸
案
と
な
っ
た
。

　
新
族
譜
の
功
徳
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
寄
付
者
の
名
前
は
寄
付
額
の

順
で
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
て
い
る
。
二
万
元
（
一
件
）
と
五
千
元
（
一

件
）
の
二
件
を
除
き
、
比
較
的
大
き
い
寄
付
は
三
千
元
（
六
件
）、

二
千
元
（
二
一
件
）、
千
元
（
一
七
件
）
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
寄

付
者
の
連
絡
先
（
現
住
所
と
携
帯
電
話
番
号
）
が
功
徳
ラ
ン
キ
ン
グ

に
記
載
さ
れ
る
が
、
三
千
元
お
よ
び
そ
れ
以
上
を
寄
付
し
た
人
に
つ

い
て
は
比
較
的
詳
し
い
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
も
つ
い
て
い
る
。
注
意
す
べ

き
は
、
族
譜
再
編
に
対
し
て
も
っ
と
も
多
額
の
寄
付
を
し
た
の
が
、

二
人
の
既
婚
女
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
伝
統
的
に

族
人
と
さ
れ
な
い
女
性
た
ち
が
「
宗
族
」
の
有
力
者
と
さ
れ
る
経
緯

に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
は
、
女
性
の
地
位
が
帝
政
期
か
ら
民
国

期
に
か
け
て
大
き
く
向
上
し
た
と
い
う
点
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
民

国
期
ま
で
の
宗
族
組
織
は
父
系
出
自
集
団
で
あ
り
、
婚
入
し
た
女
性

と
未
婚
の
娘
は
宗
族
組
織
の
メ
ン
バ
ー
で
は
あ
る
が
、
婚
出
し
た
娘

は
夫
の
所
属
す
る
宗
族
組
織
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
生
家
の
父
方
の

宗
族
組
織
の
メ
ン
バ
ー
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
村
民
の
話
に
よ
れ

ば
、
昔
（
民
国
期
ま
で
）
は
婚
出
し
た
女
性
が
父
方
宗
族
の
墓
参
り

に
参
加
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
祖
先
祭
祀
は
男
性

の
族
人
が
担
当
す
る
と
い
う
宗
族
規
範
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

部
外
者
（
婚
出
し
た
娘
）
の
参
加
は
「（
宗
族
に
は
）
男
が
い
な

い
」
こ
と
の
表
れ
と
し
て
、
祖
先
と
族
人
全
員
へ
の
侮
辱
と
さ
れ
て

い
る
。
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
家
父
長
制
を
中
心
と
す
る
宗
族
規
範

へ
の
批
判
に
伴
っ
て
、
男
女
平
等
の
理
念
が
普
及
し
、
女
性
は
男
性

の
付
属
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
一
九
八
〇

年
代
に
宗
族
文
化
へ
の
規
制
が
緩
和
し
た
後
、
婚
出
し
た
女
性
も
普

通
に
親
族
の
一
員
と
し
て
父
方
の
祭
祀
活
動
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
レ
ベ
ル
の
宗
族
は
境
界
が
曖
昧
と
な

り
、
婚
出
し
た
女
性
も
宗
族
の
一
員
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
政
治
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
宗
族
と
地
域
社
会
の
秩
序
が
時
代
の
変

動
に
伴
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。
民
国
期
ま
で
の

宗
族
組
織
は
血
縁
集
団
と
地
域
共
同
体
と
い
う
側
面
を
両
方
持
ち
、

そ
の
権
力
を
握
っ
て
い
た
の
は
上
位
世
代
の
長
老
た
ち
で
あ
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
以
降
、「
輩
行
規
〉
10
〈定

」
が
古
い
秩
序
の
象
徴
と
し
て

厳
し
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
無
産
階
級
の
「
貧
農
」
が
幹
部

に
任
命
さ
れ
宗
族
の
長
老
に
か
わ
っ
て
権
力
の
中
心
と
な
っ
た
。
ま

た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
政
府
の
関
心
は
政
治
運
動
か
ら
経
済
発



73──宗族組織と同姓団体のはざまで

展
へ
と
移
り
、
経
済
的
に
裕
福
な
人
が
成
功
者
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
の
秩
序
の
基
盤
は
伝
統
的
な

儒
教
理
念
か
ら
共
産
主
義
的
な
階
級
論
へ
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
市

場
経
済
的
な
実
力
主
義
へ
と
変
化
し
た
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
大

金
を
寄
付
し
た
女
性
が
、
市
場
経
済
の
秩
序
に
お
け
る
「
有
力
者
」

と
し
て
、
宗
族
の
上
位
世
代
や
政
府
の
幹
部
と
一
緒
に
「
宗
族
」
の

「
中
心
」
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
呉
氏
宗
族
の
族
譜
再
編
に
お
い
て
は
、

経
済
的
な
貢
献
を
基
準

と
す
る
実
力
主
義
的
な

秩
序
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。
筆
者
の
統
計
に

よ
れ
ば
、
二
千
元
以
上

を
寄
付
し
た
二
九
人
の

な
か
で
、
二
二
人
は
都

市
で
定
職
（
企
業
家
、

公
務
員
）
に
就
く
者

で
、
残
り
の
七
人
は
鎮

（
町
）の
エ
リ
ー
ト
（
公

務
員
、
医
者
、
中
学
校

長
）
で
あ
る
。
千
元
以

上
二
千
元
未
満
を
寄
付

し
た
一
七
人
の
な
か

で
、
八
人
は
都
市
で
定
職
に
就
く
者
で
あ
り
、
残
り
の
九
人
は
鎮

（
町
）
の
エ
リ
ー
ト
（
三
人
）
と
村
幹
部
（
六
人
）
か
ら
な
っ
て
い

る
。
千
元
未
満
を
寄
付
し
た
人
は
、
基
本
的
に
農
民
と
農
村
出
身
の

出
稼
ぎ
労
働
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
に
裕
福
な
エ
リ
ー

ト
た
ち
（
企
業
家
、
公
務
員
）
は
大
金
の
寄
付
に
よ
っ
て
威
信
を
蓄

積
し
、復
興
し
た
「
宗
族
」
の
「
中
心
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
同
時
に
、
一
部
の
族
人
も
寄
付
を
通
し
て
エ
リ
ー
ト
と
つ
な

が
り
（
連
絡
先
を
交
換
す
る
）、「
中
心
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
て

い
る
。

㈢
　
宗
族
復
興
で
排
除
さ
れ
る
「
周
縁
」

　
二
〇
一
六
年
八
月
の
予
備
調
査
以
来
、
筆
者
は
呉
氏
宗
族
の
有
力

者
た
ち
（
鎮
長
の
呉
祖
成
や
村
書
記
の
呉
述
林
な
ど
）
を
通
し
て
何

度
も
宗
族
復
興
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
族
譜
も
族
譜
発
行
の
担
当
者
で
あ
る
呉

祥
森
か
ら
一
部
譲
り
受
け
た
。
族
譜
に
よ
れ
ば
、
呉
氏
宗
族
は
二
〇

一
二
年
に
族
譜
再
編
を
決
め
て
以
来
、
族
人
に
向
け
て
数
回
の
会
議

を
開
き
、
寄
付
金
を
募
集
し
た
。
こ
れ
に
加
え
、
有
力
者
た
ち
は
二

〇
一
四
年
八
月
の
族
譜
発
行
に
際
し
て
、
族
人
に
族
譜
再
編
の
詳
細

と
会
計
結
果
も
報
告
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
宗
族
の
歴
史

と
族
譜
再
編
の
流
れ
は
す
で
に
呉
氏
宗
族
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
共
通

認
識
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
呉
家

寨
の
世
帯
調
査
を
行
っ
た
際
（
二
〇
一
九
年
三
月
）、
呉
家
寨
在
住

表１　呉氏族譜再編への寄付金

寄付額 居住地 職　業 人数

2000元以上
都市 公務員、企業家 22

鎮（町） 公務員、医者、中学校長 7

1000元以上
2000元未満

都市 公務員、会社職員 8

鎮（町） 公務員、自営業者 3

村 村幹部 6

1000元未満 村 農民、出稼ぎ労働者 103

出所：功徳ランキングとインタビューにより筆者作成。
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の
大
部
分
の
族
人
が
族
譜
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
発
見

し
た
。

　
呉
祖
安
は
一
九
七
〇
年
生
ま
れ
の
男
性
で
、
夫
婦
二
人
で
呉
家
寨

に
て
農
業
に
従
事
し
て
い
る
。
息
子
一
人
と
娘
一
人
は
す
で
に
成
人

し
て
出
稼
ぎ
労
働
で
村
を
離
れ
た
の
で
、
経
済
的
な
負
担
は
比
較
的

軽
か
っ
た
。
呉
氏
宗
族
の
族
譜
編
集
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
時
、
彼
は

次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
当
時
、
わ
が
宗
族
の
金
持
ち
が
お
金
を
出
し
て
、
み
ん

な
も
お
金
を
寄
付
し
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
呼
び
か
け
た
と
い
う

噂
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
お
金
が
足
り
な
い
の
で
、
情
報
も
だ

ん
だ
ん
な
く
な
っ
た
。
お
金
を
出
す
こ
と
に
対
し
て
、
賛
成
す

る
人
も
い
れ
ば
、
反
対
す
る
人
も
い
る
。
あ
の
時
、
私
た
ち

（
の
家
族
）
に
直
接
連
絡
が
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。（
こ
れ
ら

の
情
報
は
）
全
部
村
の
雑
談
で
他
人
か
ら
聞
い
た
。
も
ち
ろ

ん
、私
も
お
金
を
出
さ
な
か
っ
た
。（
二
〇
一
九
年
三
月
九
日
）

　
呉
祖
安
の
話
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
族
人
が
金
を
寄
付
す
る
こ
と

に
賛
成
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
族
人
で

も
族
譜
編
集
の
詳
細
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
が
呉
家
寨
で
は
一
般
的

な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
呉
氏
族
人
（
村
在
住
）
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
族
譜
な
ん
か
見
た
こ

と
が
な
い
、（
族
譜
の
発
行
を
）
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
も

う
失
敗
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
以
下
で
は
、
呉
家
寨
村
民
が

族
譜
発
行
の
情
報
を
知
ら
な
か
っ
た
理
由
を
見
て
い
く
。

　
呉
祥
慶
は
一
九
六
六
年
生
ま
れ
の
男
性
で
、
夫
婦
二
人
で
一
九
九

〇
年
代
か
ら
出
稼
ぎ
労
働
に
従
事
し
て
い
る
。
娘
が
二
人
と
も
大
学

に
進
学
で
き
た
と
い
う
の
は
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
学
費

と
生
活
費
が
全
部
夫
婦
二
人
の
負
担
と
な
っ
た
。
娘
た
ち
の
将
来
の

た
め
に
、
夫
婦
二
人
は
必
死
に
働
く
し
か
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
。

族
譜
編
集
に
関
わ
っ
た
経
験
に
つ
い
て
、
呉
祥
慶
の
妻
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
確
か
に
数
年
前
に
、
彼
ら
（
宗
族
の
有
力
者
た
ち
）
が
族
譜

と
か
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
成
功
し
な

か
っ
た
。
そ
の
当
時
、（
彼
ら
は
）
私
た
ち
を
訪
ね
た
こ
と
が

あ
っ
て
、「
お
金
が
あ
れ
ば
お
金
を
出
せ
、
力
が
あ
れ
ば
力
を

出
せ
」
と
い
う
方
針
を
宣
伝
し
た
。
わ
が
家
は
本
当
に
貧
乏
だ

か
ら
、
彼
ら
は
お
金
で
は
な
く
、
夫
に
力
を
出
し
て
も
ら
い
た

い
と
依
頼
し
た
。
彼
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
夫
は
し
ば

ら
く
出
稼
ぎ
を
や
め
て
、
村
で
（
族
人
に
関
す
る
）
調
査
と
統

計
を
や
る
べ
き
。
で
も
、
夫
の
収
入
は
わ
が
家
の
基
本
だ
か

ら
、
そ
れ
を
な
し
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ

れ
を
断
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
や
る
人
が
な
く
な
っ
て

や
め
る
こ
と
に
し
た
と
聞
い
た
。（
二
〇
一
九
年
三
月
八
日
）

　
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
有
銭
出
銭
、
有
力
出
力
」（
お
金
が
あ

れ
ば
お
金
を
出
せ
、
力
が
あ
れ
ば
力
を
出
せ
）
と
い
う
方
針
は
都
市

在
住
の
エ
リ
ー
ト
か
ら
呉
家
寨
在
住
の
農
民
と
出
稼
ぎ
労
働
者
に
ま

で
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
的
・
人
的
な
貢
献
が
な
け
れ
ば
、
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族
譜
の
寄
付
者
ラ
ン
キ
ン
グ
に
列
挙
さ
れ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
族
譜
編
集
に
関
す
る
情
報
も
手
に
入
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

資
金
の
寄
付
と
編
集
作
業
へ
の
参
与
は
自
発
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
と
い
う
よ
り
、「
宗
族
」
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
確
認
す
る
た
め

の
義
務
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
女
性
の
有
力
者
が
寄
付
に

よ
っ
て
「
宗
族
」
に
入
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
男
性
の
メ
ン
バ
ー
が

寄
付
を
断
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
宗
族
」
を
出
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

あ
る
。
義
務
遂
行
に
よ
っ
て
加
入
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
ル
ー
ル
は

一
見
す
れ
ば
公
平
に
見
え
る
が
、
経
済
的
・
時
間
的
に
弱
い
立
場
に

位
置
す
る
農
民
・
出
稼
ぎ
労
働
者
は
実
質
的
に
不
利
な
立
場
と
な

り
、
有
力
者
た
ち
に
排
除
さ
れ
る
「
周
縁
」
と
な
っ
て
い
る
。

㈣
　「
個
の
集
合
」と
し
て
の
祖
先
祭
祀

　
漢
族
の
習
俗
で
は
、
清
明
節
（
四
月
五
日
）
に
祖
先
祭
祀
を
行
う

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
祖
先
祭
祀
は
、
宗
族
復
興
を
め
ぐ
る
先

行
研
究
﹇
稲
澤 2016; 

兼
城 2016; 

川
口 2016; 

長
沼 2016; 
横
田 

2016

﹈
に
お
い
て
中
心
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
呉
氏
宗
族
の
新

族
譜
に
よ
れ
ば
、
共
同
の
祖
先
祭
祀
は
族
譜
再
編
を
き
っ
か
け
に
、

す
で
に
再
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
八
年
の
清
明
節
の
前

に
、
筆
者
は
集
団
的
な
祖
先
祭
祀
の
参
与
観
察
が
で
き
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
が
、
情
報
が
全
然
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
呉
家
寨
在
住

の
族
人
に
聞
く
と
、
返
事
の
ほ
と
ん
ど
は
「
兄
弟
（
の
家
族
）
が
家

（
村
）
に
い
た
ら
、
事
前
に
時
間
を
決
め
て
一
緒
に
墓
参
り
す
る
こ

と
も
可
能
だ
が
、
基
本
的
に
自
分
（
の
家
族
）
で
行
く
。
墓
参
り
の

時
間
に
も
厳
し
い
制
限
が
な
く
、
清
明
節
よ
り
三
日
間
前
後
し
て
も

構
わ
な
い
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
実
際
に
村
民
の
墓
参
り
を
見
て

も
、
数
人
の
核
家
族
か
十
人
前
後
の
拡
大
家
族
で
行
く
の
が
普
通
で

あ
る
。
し
か
し
後
で
村
書
記
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
私
は
親
戚
が
多

く
て
、
毎
年
の
墓
参
り
に
は
基
本
的
に
四
〇
人
く
ら
い
い
る
」
と
い

う
異
な
る
返
事
が
来
た
。
で
は
、
ど
う
し
て
村
書
記
た
ち
の
祖
先
祭

祀
だ
け
は
大
規
模
な
の
か
。
そ
れ
は
「
宗
族
」
規
模
の
祖
先
祭
祀
に

近
い
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
村
民
た
ち
は
大
規
模
な
祖
先
祭
祀

を
知
ら
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
一
連
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

そ
し
て
筆
者
は
二
〇
一
九
年
の
清
明
節
に
大
規
模
な
祖
先
祭
祀
を
見

に
行
く
こ
と
を
村
書
記
と
約
束
し
た
。

　
二
〇
一
九
年
四
月
五
日
の
午
前
一
一
時
ご
ろ
、
疲
れ
た
顔
を
し
た

村
書
記
は
バ
イ
ク
で
筆
者
を
迎
え
た
。
挨
拶
す
る
と
、
村
書
記
は
前

日
の
夜
遅
く
ま
で
随
州
市
で
飲
ん
で
、
そ
の
ま
ま
随
州
に
泊
ま
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
清
明
節
に
は
火
災
の
リ
ス
ク
が
高
い
の
で
、
村

書
記
は
朝
早
く
村
に
戻
り
、
慌
て
て
墓
の
地
域
の
状
況
を
確
認
し
、

墓
参
り
に
参
加
す
る
こ
と
も
な
く
、
上
級
政
府
の
指
示
に
従
っ
て
オ

フ
ィ
ス
で
待
機
し
た
。
一
一
時
以
降
、
待
機
の
義
務
が
終
わ
っ
た
た

め
、
村
書
記
は
筆
者
と
と
も
に
墓
参
り
の
様
子
を
見
に
行
っ
た
。
事

前
に
約
束
し
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
遅
い
時
点
で
声
を
か
け
た
の
か
、

せ
っ
か
く
の
祖
先
祭
祀
が
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
満

が
筆
者
の
中
で
生
じ
た
。
墓
の
地
域
に
近
づ
く
と
、
墓
参
り
か
ら
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帰
っ
て
き
た
家
族
（
一
〇
人
以
下
）
に
し
ば
し
ば
遭
遇
し
た
。
み
な

呉
氏
宗
族
の
メ
ン
バ
ー
で
、
村
書
記
に
親
し
そ
う
に
挨
拶
し
た
。

　
　
村
人
：
も
う
墓
参
り
に
行
っ
た
の
？

　
　
村
書
記
：
昨
日
は
酔
っ
払
っ
ち
ゃ
っ
て
、
朝
は
す
こ
し
見
た
け

ど
、
仕
事
が
あ
る
か
ら
行
か
な
か
っ
た
。

　
　
村
人
：
そ
う
か
。
も
と
も
と
あ
な
た
と
一
緒
に
行
こ
う
か
と
考

え
た
が
、
朝
に
あ
な
た
の
家
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
人
が
い
な

く
て
も
う
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
思
っ
て
、自
分（
の
家
族
）

で
行
く
こ
と
に
し
た
。

　
墓
に
着
く
と
、
村
書
記
の
従
兄
弟
で
あ
る

呉
述
友
（
元
村
書
記
、
随
州
市
在
住
）
の
家

族
四
人
（
娘
夫
婦
と
孫
）
が
、
ち
ょ
う
ど
随

州
市
か
ら
村
に
帰
っ
て
墓
参
り
を
開
始
し
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
呉
述
友
は
墓
（
土
の
斜

面
）
に
一
本
の
造
花
を
挿
し
て
か
ら
、
紙
銭

と
線
香
を
燃
や
し
た
。
線
香
を
斜
面
に
供
え

た
後
、
四
人
は
順
番
に
墓
に
額
ず
い
た
。
最

後
に
、
呉
述
友
は
爆
竹
を
鳴
ら
し
、
祭
祀
を

終
え
た
。
呉
述
友
（
と
そ
の
家
族
）
は
全
部

で
二
組
の
墓
（
祖
父
母
の
墓
と
両
親
の
墓
）

を
参
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
ら
は
筆
者
た
ち
に

同
行
し
て
呉
家
寨
に
帰
っ
た
。

　
村
書
記
に
よ
れ
ば
、
墓
参
り
の
範
囲
は
主

に
祖
父
母
、
父
母
と
亡
く
な
っ
た
兄
弟
で
あ
る
。
途
中
で
会
え
た
ら

兄
弟
と
従
兄
弟
（
の
家
族
）
と
一
緒
に
行
っ
て
も
よ
い
が
、
会
え
な

か
っ
た
ら
自
分
（
の
家
族
）
だ
け
で
行
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
事
前

に
約
束
す
る
必
要
は
特
に
な
か
っ
た
。
墓
参
り
で
重
要
な
の
は
、
後

の
会
食
で
あ
る
（
す
べ
て
の
族
人
が
会
食
に
参
加
す
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
）。

　
村
に
着
く
（
一
一
時
半
）
と
、
筆
者
た
ち
は
村
書
記
の
二
番
目
の

兄
の
家
に
行
っ
〉
11
〈

た
。
そ
こ
で
は
六
〇
代
前
後
の
男
性
五
人
と
子
供
六

写真１　呉氏宗族の一家族の祖先祭祀
（2019年４月６日筆者撮影）

写真２　呉氏宗族の祖先祭祀後の会食
（2019年４月５日呉述友宅にて筆者撮影）
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人
が
雑
談
を
し
、
五
人
ぐ
ら
い
の
女
性
が
会
食
の
料
理
を
準
備
し
て

い
た
。
村
書
記
は
「
墓
参
り
で
村
に
帰
っ
た
親
戚
が
多
す
ぎ
て
、
一

つ
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
け
な
い
」
と
説
明
し
、
筆
者
を
呉
述
友
の
家
に

連
れ
て
行
っ
た
。

　
呉
述
友
の
家
も
、
村
書
記
の
兄
の
家
と
近
い
状
況
で
あ
っ
た
。
五

〇
代
以
上
の
男
性
五
人
と
子
供
四
人
が
い
て
、
六
人
の
女
性
が
料
理

を
準
備
し
て
い
た
。
一
一
時
四
〇
分
に
な
る
と
、
会
食
が
は
じ
ま
っ

た
。
男
性
六
人
（
筆
者
を
含
め
）、
七
〇
代
の
女
性
一
人
と
男
の
子

一
人
が
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
お
り
、
他
の
女
性
は
隣
の
厨
房
で
食
べ

て
い
た
。
ほ
か
の
子
供
た
ち
は
テ
ー
ブ
ル
の
そ
ば
に
立
っ
て
食
べ
る

こ
と
は
で
き
た
が
、
席
に
座
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
男
性
た
ち

は
基
本
的
に
酒
を
飲
み
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
し
た
が
、
酒
を
飲
ま
な

い
男
性
が
先
に
退
席
す
る
と
、
そ
の
か
わ
り
に
女
性
は
テ
ー
ブ
ル
に

つ
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
会
食
が
お
わ
る
（
一
三
時
）
と
、
男
性
た
ち
は
他
の
家
に
分
散
し

て
麻
雀
を
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。
女
性
た
ち
は
食
器
の
片
付
け
に
残

り
、
喋
り
な
が
ら
休
憩
し
て
い
た
。
筆
者
が
一
七
時
半
ぐ
ら
い
に
呉

述
友
の
家
に
戻
る
と
、
女
性
た
ち
は
ま
た
料
理
を
準
備
し
て
い
た
。

一
七
時
五
〇
分
に
な
る
と
、
呉
述
友
は
ほ
か
の
男
性
を
誘
い
に
家
を

出
た
。
夕
食
の
男
性
メ
ン
バ
ー
は
村
書
記
と
筆
者
を
除
い
て
、
村
書

記
の
兄
の
家
で
会
っ
た
男
性
三
人
に
変
わ
っ
た
。
彼
ら
は
比
較
的
早

い
段
階
で
村
を
離
れ
て
都
市
に
定
住
す
る
「
エ
リ
ー
ト
」
で
あ
り
、

祖
先
祭
祀
を
き
っ
か
け
に
帰
郷
し
親
戚
・
友
人
に
会
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
村
書
記
た
ち
の
祖
先
祭
祀
は
村
民
に
よ

る
小
規
模
な
祭
祀
と
同
じ
く
、
共
同
の
祖
先
祭
祀
と
は
い
え
な
い
。

そ
れ
は
基
本
的
に
家
族
を
単
位
と
す
る
も
の
で
、
家
族
を
こ
え
て
事

前
に
約
束
す
る
必
要
が
な
い
。
た
だ
し
、
呉
家
寨
の
祖
先
祭
祀
に
は

か
な
り
の
偶
然
性
が
あ
る
。
時
間
の
制
限
が
緩
い
（
清
明
節
よ
り
三

日
間
前
後
し
て
も
構
わ
な
い
）
の
み
な
ら
ず
、
用
事
が
あ
っ
て
祖
先

祭
祀
を
や
め
る
可
能
性
（
二
〇
一
九
年
清
明
節
の
村
書
記
）
も
あ
れ

ば
、
約
束
せ
ず
に
親
戚
と
合
流
し
て
「
集
ま
り
」
で
祭
祀
す
る
可
能

性
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
祭
祀
の
「
集
ま
り
」
は
「
会
食
」
に
ま

で
発
展
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
祖
先
祭
祀
の
「
集
ま
り
」
の
範
囲
は
か
な
り
不

安
定
で
、
都
市
定
住
で
臨
時
に
帰
郷
す
る
族
人
が
し
ば
し
ば
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
村
書
記
と
元
村
書
記
は
村
の
有
力
者
と
し
て

社
交
範
囲
が
広
く
、
帰
郷
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係
が
比
較
的
近
い
の

で
、「
集
ま
り
」
の
ホ
ス
ト
と
な
り
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
普

通
の
村
民
は
社
交
範
囲
が
狭
い
（
宗
族
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係
が
比
較

的
遠
い
）
の
で
、「
会
食
」
で
他
人
を
招
待
す
る
こ
と
も
、「
会
食
」

に
誘
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
に
お
い
て

も
ま
た
、「
中
心
」
と
「
周
縁
」
の
分
断
が
現
れ
る
。「
中
心
」
に
近

い
村
幹
部
と
宗
族
エ
リ
ー
ト
が
ま
と
ま
る
一
方
、「
周
縁
」
で
あ
る

農
民
た
ち
は
ま
た
排
除
さ
れ
て
い
る
。
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三
　
幻
の
宗
族 

　
│
│
宗
族
組
織
と
同
姓
団
体
の
は
ざ
ま
で

　
民
国
期
ま
で
の
呉
氏
宗
族
は
、
共
有
財
産
（
族
田
）
と
明
確
な
系

譜
関
係
（
族
譜
）
を
有
す
る
父
系
親
族
集
団
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期

の
呉
氏
宗
族
は
組
織
化
さ
れ
た
機
能
集
団
と
し
て
、
村
落
社
会
で
の

影
響
力
が
強
く
、「
宗
族
組
織
」﹇
秦 2016: 9 3

﹈
と
見
な
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
、
族
田
の
国
有
化
と
村
落
社
会
へ
の
国

家
権
力
の
介
入
に
よ
り
、
か
つ
て
の
宗
族
組
織
は
機
能
集
団
と
し
て

の
経
済
的
基
盤
と
政
治
的
合
理
性
を
失
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
宗
族

文
化
が
批
判
さ
れ
る
な
か
で
、
祖
先
祭
祀
の
伝
統
は
中
止
さ
れ
、
族

譜
や
祠
堂
な
ど
の
宗
族
文
化
の
表
象
も
破
壊
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に

は
、
宗
族
は
村
落
社
会
の
公
的
領
域
か
ら
消
え
、
私
的
領
域
に
と
ど

ま
る
父
系
親
族
関
係
と
な
っ
て
い
た
。
家
父
長
制
へ
の
批
判
と
男
女

平
等
の
理
念
の
普
及
に
よ
り
、
婚
出
し
た
女
性
と
父
系
親
族
の
間
の

境
界
も
曖
昧
化
し
て
い
た
。

　
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
宗
族
文
化
へ
の
批
判
の
緩
和
に
よ
り
、
家

族
を
単
位
と
す
る
祖
先
祭
祀
を
再
開
す
る
と
い
う
現
象
が
個
別
に
現

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
子
供
の
大
部
分

は
、
名
前
を
つ
け
る
と
き
に
「
輩
字
」
を
使
わ
な
く
な
っ
た
。
二
〇

〇
〇
年
以
降
の
出
稼
ぎ
ブ
ー
ム
に
伴
い
、
呉
家
寨
の
青
壮
年
は
都
市

に
進
出
し
、
中
国
各
地
に
分
散
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
遠
距
離
の
父

系
親
族
関
係
は
小
範
囲
で
継
続
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
輩
字
」
の

廃
止
に
よ
る
系
譜
関
係
の
混
乱
と
族
人
の
分
散
は
、
秩
序
と
し
て
の

「
宗
族
制
度
」﹇
秦 2016: 9 3

﹈
を
さ
ら
に
弱
体
化
さ
せ
た
。

　
二
〇
一
〇
年
代
に
な
る
と
、
宗
族
文
化
は
各
級
政
府
の
承
認
に
よ

る
正
当
性
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
呉
氏
宗
族
の
エ
リ
ー
ト
た
ち

は
、
族
譜
の
再
編
と
祠
堂
の
再
建
を
計
画
し
は
じ
め
た
。
こ
こ
で

「
有
力
者
」
と
し
て
現
れ
た
の
は
、
政
府
幹
部
、
企
業
家
と
宗
族
の

上
位
世
代
で
あ
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
有
力
者
た
ち
の
関
心
は
立

場
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
呉
祥
森
の
よ
う
な
政
府

幹
部
は
、
宗
族
復
興
を
通
し
て
「
名
門
望
族
」
の
社
会
的
ス
テ
ー
タ

ス
を
固
め
る
こ
と
を
図
り
、「
宗
族
」
の
実
質
よ
り
も
族
譜
や
祠
堂

な
ど
の
宗
族
文
化
の
表
象
に
関
心
を
示
し
た
。
呉
述
蘭
の
よ
う
な
企

業
家
は
都
市
（
随
州
）
在
住
の
宗
族
エ
リ
ー
ト
と
の
連
携
を
強
め
、

ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
の
拡
大
を
望
み
、
宗
族
エ
リ
ー
ト
を
中
心
と

す
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
重
視
し
た
。
呉
祥
登
の
よ
う
な
宗
族

の
上
位
世
代
は
、
族
人
間
の
系
譜
関
係
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
秩
序
と
し
て
の
「
宗
族
制
度
」
を
回
復
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ

り
、
族
譜
再
編
に
お
け
る
系
譜
関
係
の
実
証
性
に
重
点
を
置
い
た
。

　
こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
復
興
さ
れ
た
「
宗
族
」
は
新
族
譜
と

族
譜
再
編
の
作
業
で
結
ば
れ
た
小
規
模
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

し
て
結
実
し
た
。
宗
族
復
興
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、「
文
化
的
資
源
」

と
し
て
の
族
譜
を
入
手
し
た
政
府
幹
部
、「
社
会
的
資
源
」
と
し
て
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の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
獲
得
し
た
企
業
家
、「（
想
像
上

の
）
秩
序
の
合
理
性
」
を
代
表
す
る
実
証
的
系
譜
関
係
（
族
譜
）
を

確
認
し
た
宗
族
の
上
位
世
代
は
そ
れ
ぞ
れ
に
満
足
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
自
分
の
関
心
に
集
中
し
た
有
力
者
た
ち
は
、
社
会
的
に
弱
い

立
場
に
位
置
す
る
族
人
た
ち
に
十
分
な
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
常
住
地
が
湖
北
省
に
と
ど
ま
ら
な
い
出
稼
ぎ
労
働
者

と
、
都
市
在
住
の
宗
族
エ
リ
ー
ト
と
あ
ま
り
接
点
の
な
い
農
民
に

と
っ
て
は
、「
宗
族
」
に
入
る
こ
と
は
実
用
的
な
意
義
に
欠
け
、
寄

付
金
は
単
な
る
経
済
的
負
担
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
復
興
さ
れ
た
「
宗

族
」
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
、
寄
付
金
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
た
め
、
呉
氏
族
人
の
多
数
を
占
め
た
出
稼
ぎ
労
働
者
と
農
民
は

周
縁
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
「
宗
族
」
は
歴
史
上
の
宗
族
組
織
で
は

な
く
、
一
部
の
族
人
が
自
発
的
に
組
織
し
た
「
任
意
加
入
団
体
」
で

あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
復
興
さ
れ
た
呉
氏
宗
族
は
「
同
姓
団

体
・
宗
親
会
」
と
一
定
の
類
似
性
を
有
し
て
い
る
。

　「
同
姓
団
体
」
は
「
同
姓
＝
父
系
血
縁
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
く

擬
似
的
親
族
組
織
で
あ
り
、
清
代
の
「
合
族
祠
」
に
由
来
し
て
い

る
。「
合
族
祠
」
と
い
う
の
は
、
血
縁
関
係
が
確
認
さ
れ
な
い
同
姓

者
が
「
父
系
出
自
」
の
理
念
を
も
と
に
建
て
た
祠
堂
で
あ
り
、
交
通

の
中
心
地
（
都
市
）
に
位
置
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う

し
た
活
動
に
お
い
て
は
、「
合
族
祠
」
を
建
設
す
る
成
員
間
の
関
係

を
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
「
血
縁
」
に
す
る
た
め
に
、
同
姓
の
有
名

人
を
共
通
の
祖
先
と
し
て
広
範
囲
に
族
譜
を
編
集
し
、
共
通
祖
先
の

祭
祀
活
動
を
定
期
的
に
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
﹇
牧
野 1985: 

233 ‒271

﹈。
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
、
広
東
省
か
ら
香
港
に
移
住

し
た
移
民
た
ち
は
「
合
族
祠
」
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
、
資
金
供
与

と
同
姓
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
確
認
す
る
「
同
姓

団
体
」（
宗
親
会
）
を
結
成
し
た
。
吉
原
﹇2000

﹈
に
よ
れ
ば
、「
合

族
祠
」
と
「
同
姓
団
体
」
は
い
ず
れ
も
が
農
村
社
会
か
ら
社
会
構
造

の
欠
落
し
た
国
内
外
の
都
市
社
会
へ
の
移
住
を
背
景
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
目
的
は
見
知
ら
ぬ
移
入
先
で
新
た
な
社
会
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
同
姓
団
体
」
は
、
財

政
基
盤
を
強
め
、
よ
り
多
く
の
財
政
負
担
能
力
の
高
い
会
員
を
集
め

る
た
め
に
、「
同
姓
」
だ
け
を
加
入
資
格
と
し
、
高
度
な
開
放
性
を

有
し
て
い
る
﹇
吉
原 2000: 16 ‒17, 28 ‒29

﹈。

　
復
興
さ
れ
た
呉
氏
宗
族
は
「
同
姓
団
体
」
と
同
じ
く
、
族
譜
や
祖

先
祭
祀
を
中
心
と
す
る
「
任
意
加
入
団
体
」
で
あ
る
が
、「
同
姓
団

体
」
の
よ
う
な
開
放
性
を
持
た
な
か
っ
た
。
呉
氏
宗
族
の
上
位
世
代

が
系
譜
関
係
の
実
証
性
に
こ
だ
わ
る
た
め
、
明
確
な
系
譜
関
係
が
確

認
で
き
な
い
同
姓
者
は
寄
付
の
願
望
が
あ
っ
て
も
「
宗
族
」
に
加
入

で
き
な
い
。
呉
祥
登
に
よ
れ
ば
、
族
譜
再
編
の
現
地
調
査
で
は
、
荊

州
市
の
呉
氏
一
族
が
呉
家
寨
と
合
同
で
族
譜
を
編
集
す
る
こ
と
を
提

案
し
た
。
編
集
作
業
を
担
当
し
た
呉
述
銀
が
確
認
し
た
限
り
、
こ
の

一
族
は
確
か
に
呉
家
寨
と
は
共
通
の
祖
先
を
有
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
荊
州
市
の
呉
氏
一
族
は
何
ら
か
の
原
因
で
呉
家
寨
と
数
世
代
ず

れ
て
「
輩
字
」
を
使
用
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
呉
述
銀
は
「
宗
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族
の
輩
分
を
混
乱
さ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
荊
州
市

の
呉
氏
一
族
と
の
合
同
の
族
譜
編
集
を
断
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
復
興
さ
れ
た
呉
氏
宗
族
の
範
囲
は
族
譜
再

編
に
資
金
提
供
し
た
、
明
確
な
系
譜
関
係
を
有
す
る
族
人
に
限
ら
れ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
「
宗
族
」
は
農
村
を
中
心

と
す
る
宗
族
組
織
の
よ
う
な
、
地
域
共
同
体
と
し
て
の
機
能
を
持
た

な
い
。
ま
た
、
都
市
を
拠
点
と
す
る
同
姓
団
体
の
よ
う
な
開
放
性
と

柔
軟
性
も
持
た
な
い
。
結
果
と
し
て
、
復
興
さ
れ
た
「
宗
族
」
は
組

織
度
が
低
く
、
祖
先
祭
祀
で
さ
え
も
「
個
の
集
合
」
と
な
っ
て
い

る
。
宗
族
組
織
と
同
姓
団
体
の
は
ざ
ま
に
位
置
付
け
ら
れ
た
「
宗

族
」
は
、
族
譜
を
中
心
と
す
る
文
化
表
象
に
と
ど
ま
り
、
実
質
的
に

幻
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

〔
付
記
〕　
本
稿
の
内
容
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
に
提

出
し
た
博
士
論
文
（
二
〇
一
九
年
度
）
の
一
部
を
大
幅
に
改
訂
し
た

も
の
で
あ
る
。
国
立
民
族
学
博
物
館
に
在
籍
中
（
二
〇
一
七
〜
二
〇

一
八
年
度
特
別
共
同
利
用
研
究
員
、二
〇
二
〇
年
度
外
来
研
究
員
）、

受
け
入
れ
教
員
で
あ
る
河
合
洋
尚
先
生
と
松
尾
瑞
穂
先
生
か
ら
有
益

な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

注〈
1
〉 

宗
族
研
究
の
膨
大
な
研
究
蓄
積
は
瀬
川
﹇2016

﹈
と
拙
稿
﹇
賈

2017

﹈
な
ど
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
そ
の
詳
細
を
省
略
し
、
宗
族
復

興
・
新
興
と
「
宗
族
」概
念
の
変
容
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

〈
2
〉 

「
リ
ニ
ー
ジ
」
の
教
科
書
的
定
義
に
お
い
て
ま
ず
重
要
な
の
は
、

「
リ
ニ
ー
ジ
」
が
特
定
の
祖
先
か
ら
の
「
明
確
な
」
出
自
を
た
ど
り

得
る
人
々
の
集
団
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
系
出
自
集

団
の
中
で
「
リ
ニ
ー
ジ
」
が
「
ク
ラ
ン
」(clan )

か
ら
区
別
さ
れ
る

点
で
も
あ
る
﹇
瀬
川 1991: 1 6

﹈。

〈
3
〉 

「
宗
族
組
織
」
と
は
、
団
体
化
、
組
織
化
さ
れ
た
男
系
出
自
の

親
族
集
団
で
あ
る
﹇
秦 2016: 9 3

﹈。

〈
4
〉 

「
宗
族
制
度
」
と
は
、
宗
族
関
係
者
が
母
方
親
族
を
区
別
し
、

父
系
を
強
調
す
る
よ
う
な
親
族
名
称
で
呼
び
合
い
、
輩
行
規
定
や
内

婚
禁
止
な
ど
に
従
っ
て
行
動
す
べ
き
と
す
る
宗
族
規
範
で
あ
る
﹇
秦 

2016: 9 3

﹈。

〈
5
〉 

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
に
、

本
稿
で
用
い
る
人
名
と
市
以
下
の
地
名
は
全
て
仮
名
で
あ
る
。

〈
6
〉 

中
国
の
行
政
区
域
は
、「
省
―
市
―
県
・
区
―
郷
・
鎮
―
村
」

（
県
と
区
は
同
じ
レ
ベ
ル
）
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
シ
ス
テ
ム
を
も

と
に
し
て
い
る
。
都
市
化
の
進
行
に
つ
れ
て
、
一
部
の
県
は
市
に
改

制
さ
れ
た
が
、
行
政
上
は
依
然
と
し
て
「
県
」
に
あ
た
る
も
の
な
の

で
、「
県
級
市
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。「
県
級
市
」
の
概
念
に
対
し

て
、「
地
級
市
」
は
「
市
」
に
あ
た
る
行
政
単
位
で
あ
る
。

〈
7
〉 

洪こ
う

武ぶ

は
中
国
明
代
の
元
号
。
初
代
皇
帝
で
あ
る
太
祖
・
朱
元
璋

の
在
世
中
に
使
わ
れ
た
た
め
、
朱
元
璋
は
洪
武
帝
と
も
呼
ば
れ
る
。

〈
8
〉 
「
輩
字
」
と
は
、
兄
弟
間
に
共
通
し
て
与
え
ら
れ
る
、
世
代
を

示
す
名
前
の
一
文
字
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
9
〉 

炎
帝
は
伝
説
上
の
帝
王
で
、
皇
帝
と
並
ん
で
漢
族
の
祖
先
と
さ
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れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
世
界
各
地
で
暮
ら
す
漢
族
の
こ
と
を
「
炎
黄

子
孫
」
と
も
い
う
。「
炎
帝
故
里
」
と
さ
れ
る
随
州
市
で
は
、
炎
帝

を
め
ぐ
る
口
頭
伝
承
と
民
間
信
仰
が
盛
ん
で
あ
る
。
炎
帝
信
仰
は
中

華
人
民
共
和
国
建
国
以
降
、
批
判
に
よ
り
一
時
的
に
中
止
さ
れ
て
い

た
も
の
の
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
規
制
の
緩
和
に
よ
り
復

活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
で
、
随
州
市
政
府
は
一
九

九
一
年
か
ら
「
炎
帝
誕
生
祭
」
を
再
開
し
た
。
炎
帝
を
め
ぐ
る
口
頭

伝
承
（
神
農
炎
帝
伝
説
）
が
国
家
級
無
形
文
化
遺
産
に
さ
れ
た
こ
と

（
二
〇
〇
八
年
）
を
き
っ
か
け
に
、
随
州
市
政
府
と
湖
北
省
政
府
は

二
〇
〇
九
年
か
ら
「
炎
帝
誕
生
祭
」
を
「
炎
帝
故
里
尋
根
節
」
に
改

称
し
た
。「
尋
根
節
」
に
お
け
る
炎
帝
祭
祀
も
国
家
級
無
形
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
（
二
〇
一
一
年
）。
中
国
国
務
院
台
湾
事
務
オ

フ
ィ
ス
と
中
国
国
務
院
僑
務
オ
フ
ィ
ス
も
二
〇
一
二
年
か
ら
「
尋
根

節
」
の
主
催
機
関
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
動
き
は
、
炎
帝
信
仰

と
宗
族
文
化
の
正
当
性
が
市
、
省
、
国
家
レ
ベ
ル
の
政
府
に
承
認
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
て
、
二
〇

一
〇
年
代
前
半
の
随
州
市
で
は
族
譜
再
編
の
ブ
ー
ム
が
出
現
し
た
。

〈
10
〉 

「
輩
行
規
定
」
と
は
、
宗
族
に
お
け
る
上
下
関
係
の
基
準
で
あ

る
。
ま
ず
は
世
代
の
基
準
で
上
下
を
決
め
、
同
じ
世
代
の
場
合
は
年

齢
を
基
準
に
上
下
関
係
を
決
定
す
る
。

〈
11
〉 

村
書
記
は
幹
部
で
あ
り
農
作
業
を
し
て
い
な
い
の
で
、
家
に
は

農
作
物
が
す
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
村
書
記
は
基
本
的
に
兄
の
家
で

主
催
の
宴
会
を
開
く
の
で
あ
る
。
筆
者
が
二
〇
一
六
年
八
月
の
予
備

調
査
で
初
め
て
呉
家
寨
を
訪
問
し
た
と
き
も
、
村
書
記
は
こ
の
兄
の

家
に
筆
者
を
招
待
し
た
。
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